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○高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例 

平成12年２月９日 

条例第１号 

（目的） 

第１条 高根沢町において未活用となっている生ごみ及び動物のふん尿（畜産農業に係るも

のに限る。）等をリサイクルし、堆肥として活用することにより土壌の再生及び有機農業

の推進並びに畜産環境汚染を防止することを目的として、高根沢町土づくりセンター（以

下「土づくりセンター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 土づくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 高根沢町土づくりセンター 

位置 高根沢町大字平田1525番地１ 

（事業） 

第３条 土づくりセンターは、第１条に掲げる目的を達成するため、次の事業を実施する。 

（１） 事業者等から排出される生ごみ、動物のふん尿（畜産農業に係るものに限る。）

及び籾殻等を資材とした有機肥料の製造 

（２） 前号に規定する有機肥料の販売 

（３） その他町長が必要と認める事業 

（令２条例36・一部改正） 

（施設の利用） 

第４条 土づくりセンターを利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、次の各号

に掲げる者を除き、利用の都度町長の許可を受けなければならない。 

（１） 高根沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和60年高根沢町条例第16号）第

12条の許可を受けた者のうち町長が土づくりセンターの利用を許可した者 

（２） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第14条の規定によ

り知事の許可を受けた者のうち町長が土づくりセンターの利用を許可した者 

（３） 前２号に規定するもののほか、町長が特に土づくりセンターの利用を許可した者 

２ 町長は、土づくりセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付

すことができる。 

（令２条例36・一部改正） 

（利用の制限） 
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第５条 町長は、前条の規定により施設の利用許可を受けた者が次の各号の一に該当すると

認めたときは、当該許可の利用を制限し、又は利用許可を取消すことができる。この場合

において、利用者が損害を受けることがあっても、町長はその責を負わない。 

（１） この条例又はこの条例に基づく施行規則に違反したとき 

（２） 利用許可の条件に違反したとき 

（３） 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき 

（４） その他町長が管理上必要があると認めたとき 

（指定管理者の指定等） 

第６条 町長は、第１条に掲げる目的を効果的に達成するため、次に掲げる業務を地方自治

法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であっ

て町が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

（１） 第３条に規定する事業の実施に関する業務 

（２） 土づくりセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務 

２ 前項の規定に基づき、指定管理者の指定をした場合において、前２条、第９条及び第10

条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

３ 指定管理者の指定に関し必要な事項は、高根沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続

等に関する条例（平成17年高根沢町条例第６号）及び同条例施行規則（平成17年高根沢町

規則第11号）の規定によるものとする。 

（令２条例36・追加） 

（利用料金） 

第７条 利用者は、次条の規定により定められた利用料金を納付しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項に規定する利用料金を自己の収入とすることができる。 

（令２条例36・全改） 

（利用料金の承認） 

第８条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、別表に掲げる金額を超えない範囲

で別に利用料金を定めることができる。これを変更するときも、同様とする。 

２ 町長は、利用料金が第６条の規定による業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当な

ものと認めるときは、前項の承認を与えるものとする。 

３ 指定管理者は、第１項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなければ

ならない。 
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（令２条例36・追加） 

（利用料金の還付） 

第９条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めた

ときは、その一部又は全部を還付することができる。 

（平17条例19・旧第９条繰上、令２条例36・旧第８条繰下・一部改正） 

（利用料金の減免） 

第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、第７条に規定する利用料金の全部又は一

部の徴収を免除することができる。 

（平17条例19・旧第10条繰上・一部改正、令２条例36・旧第９条繰下・一部改正） 

（委任） 

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。 

（平17条例19・旧第12条繰上） 

附 則 

この条例は、平成12年３月１日から施行する。 

附 則（平成12年条例第11号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成17年条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年条例第36号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第８条関係） 

（令２条例36・全改） 

名称 区分 単位 金額 徴収の方法 徴収の時期 

土づくりセン

ター利用料金 

資材

搬入

に係

る利

用 

事業活動によ

り搬出される

生ごみ 

１kg 15円納入通知書に

よる 

納入通知書交

付後20日以内 

動物ふん尿

（畜産農業に

10kg ５円
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係るものに限

る。） 

散布車利用（オペレ

ーター含む。） 

１t 1,000円

 



1/3 

○高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則 

平成12年４月１日 

規則第18号 

（目的） 

第１条 この規則は、高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例（平成12年高

根沢町条例第１号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとす

る。 

（利用時間） 

第２条 高根沢町土づくりセンター（以下「土づくりセンター」という。）の利用時間は、

午前８時30分から午後５時までとする。 

２ 町長が必要と認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。 

（施設の休日） 

第３条 土づくりセンターの休日は、次のとおりとする。 

（１） 日曜日 

（２） 国民の休日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

（３） 年末年始（12月30日から翌年１月３日まで） 

２ 町長が必要と認めたときは、前項の休日を変更することができる。 

（利用許可の申請） 

第４条 土づくりセンターの利用許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

高根沢町土づくりセンター利用許可申請書（様式第１号。以下「利用許可申請書」という。）

を、利用予定日の10日前までに町長に提出しなければならない。 

２ 条例第４条第１項各号に掲げる者のうち、継続的に土づくりセンターを利用する者につ

いては、高根沢町土づくりセンター継続利用許可申請書（様式第２号。以下「継続利用許

可申請書」という。）を利用開始日10日前までに町長に提出しなければならない。 

（令２規則42・一部改正） 

（利用許可） 

第５条 町長は、前条第１項の規定による利用許可申請書を受け付けし、土づくりセンター

の利用を許可するときは、高根沢町土づくりセンター利用許可証（様式第３号。以下「利

用許可証」という。）を申請者に交付するものとする。 

２ 町長は、前条第２項の規定による継続利用許可申請書を受け付けし、土づくりセンター

の利用を許可するときは、高根沢町土づくりセンター継続利用許可証（様式第４号）を申
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請者に交付するものとする。 

（有機肥料の購入） 

第６条 土づくりセンター内で生産された有機肥料の購入を希望する者は、有機肥料購入申

込書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

（令２規則42・旧第７条繰上・一部改正） 

（有機肥料購入額の納付） 

第７条 前条の規定により、有機肥料を購入する者は、有機肥料購入額を、高根沢町会計事

務規則（平成19年高根沢町規則第27号）に定めた納入通知書により、納入通知書交付後20

日以内に納入しなければならない。 

（平17規則２・一部改正、令２規則42・旧第８条繰上・一部改正） 

（利用料金の減免申請） 

第８条 条例第10条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、第４条の規定によ

る利用許可の申請をするときに、高根沢町土づくりセンター利用料金減免申請書（様式第

６号）を提出しなければならない。 

（令２規則42・旧第９条繰上・一部改正） 

（利用料金減免の可否） 

第９条 前条の規定による利用料金の減免申請があったときは、町長は、その免除の可否を

決定し、書面にて当該申請者に通知するものとする。 

（令２規則42・旧第10条繰上・一部改正） 

（利用料金の還付申請） 

第10条 利用者が、条例第９条の規定による利用料金の還付を受けようとするときは、高根

沢町土づくりセンター利用料金還付請求書（様式第７号）に、既に交付された利用許可証

と利用料金が納入された証書を添付して町長に提出しなければならない。 

（令２規則42・旧第11条繰上・一部改正） 

（指定管理者の指定） 

第11条 条例第６条の規定に基づき指定管理者を指定した場合において、第４条、第５条、

第９条、第10条及び様式（様式第５号を除く。）中「町長」とあるのは「指定管理者」と

読み替えるものとする。 

（令２規則42・追加） 

（補則） 

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。 
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附 則 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年規則第２号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年規則第39号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年規則第42号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 


